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みんなでつくる 

 ふれあいの大屋根 

住民が集う場として、大屋根のもと、麓

にできた集落のように顔を出す

様々な交流施設がにぎわいをつ

くります。 
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滝沢市交流拠点複合施設 管理運営業務仕様書 

 

1 主旨 

本仕様書は、滝沢市交流拠点複合施設（以下「本施設」という。）の指定管理者の公

募にあたり、複合施設の管理運営業務（以下「本業務」という。）の内容及び履行方法

について定める。 

 

1-1 設置目的 

  本施設は、市民の交流や活動の場を提供するとともに、文化活動及び学習支援の推進

並びに観光及び地域産業の振興を図ることを目的とする。 

 

1-2 複合施設の管理に関する基本的な考え方 

 本業務を遂行するに当たっては、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

（１）複合施設が、学習、交流・情報発信、活動支援機能を備えた場としての役割をも

ち、３つの目的（学習機能、交流機能、市民活動団体機能）を発信・創造する場とし

て、人や情報の集積・各世代の交流を図ること。 

（２）『生きがい、発見、創造』。さまざまな活動が複合化されることで、一つの拠点とな

り、交流を生み出す。これが「みんなでつくるふれあいの大屋根」であり、施設の基

本理念になっている。この基本理念に基づき、管理運営を行うこと。 

（３）地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させること。 

（４）個人情報の保護を徹底すること。 

（５）効率的運営を行うこと。 

（６）管理運営費の削減に努めること。 

 

1-3 目標 

（１）年間来館者数 

４００，０００人／年 

（２）交流回数 

  地域づくり懇談会、自治会、NPO、大学などが交流を行う回数 １０回／年 

（３）イベント回数 

  市役所周辺地域において地域活性化のために行うイベントの回数 １０回／年 

  その他、施設の特性等を考慮し目標を設定すること。 

  達成状況等について、市でも年度ごとに評価を実施していく予定です。 
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2 施設の概要 

（１）名称 滝沢市交流拠点複合施設 

（２）場所 滝沢市下鵜飼１番地１５ 

（３）敷地面積 ３３，９２５㎡ 

屋外施設（駐車場 約４００台、防災広場６，５７７㎡、 

調整池５，８５８㎡、たきざわ広場９８７㎡、緑地３，０５４㎡） 

建物５，１７６㎡（機械棟含む） 

（４）建物概要 鉄骨造 ２階建て 

   建築面積 ５，９０１．０６㎡ 延床面積 ６，３５６．８８㎡ 

ゾーン名 部屋名など 

コミュニティセンター  

面積：4,110㎡ 

会議室（大 1、小 2）、和室（12畳、15畳）、事務室、

創作兼準備室、クッキングスタジオ、キッズルーム、

小ホール、スタジオ、アクティブルーム、市民活動支

援センター、大ホール（客席 486席（エアーチェア

216席、スタッキングチェア 192席、2階 78席））） 

図書館 

面積：842㎡ 

※管理のみ対象、運営

は対象外（直

営） 

将来蔵書 10万冊（一般図書 5万冊、児童図書 1万

冊、閉架書架 4万冊） 

産業創造センター  

面積：941㎡ 

事務室（観光案内所）、多目的スペース、加工スペー

ス、レストラン、物販、テラス 

観光協会が一部常駐しています。 

          ※産業創造センター ＝ 産業雇用創造センター 

 

3 指定期間 

  令和４年４月１日から令和９年３月３１日 

  ※産業創造センターについても、原則として令和４年４月１日の営業開始を目標とす

る。 

4 管理運営の基本方針 

（１）「市民の交流や活動の場を提供するとともに、文化活動及び学習支援の推進並びに

観光及び地域産業の振興を図る」ことを目的に設置された公の施設としての役割を十

分に認識し、誰もが利用しやすい施設づくりに努める。 

（２）滝沢市交流拠点複合施設管理運営計画書を熟読の上、長期的な視点で本施設の設置

目的を実現できるよう努める。 

（３）市民が気軽に立ち寄りやすい雰囲気作りや地域づくりのコーディネートに努め、ま

た、市民交流及びイベントを企画・開催すること等により、多くの方が来館する施設

になるよう努める。 

（４）多様化する市民ニーズに応えられるよう創意工夫の上、質の高いサービス提供に努

め、利用者へのサービス向上を図る。 
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（５）コミュニティゾーン、図書館ゾーン、産業創造センターゾーンの３つの機能を有す

る複合施設の施設特性を十分に認識し、複合施設としてのポテンシャルを発揮した施

設運営に努める。 

（６）効率的な管理・運営により、公の施設としての意義を損なわない範囲で経費の削減

に努める。 

 

5 指定管理者の管理基準 

指定管理者の管理基準は、次のとおりとし、滝沢市交流拠点複合施設設置条例（以

下「条例」という。）に定める。 

5-1 休館日および使用時間等（条例第 3条から第 8条） 

（１）休館日（条例第３条） 

  毎月第２、４火曜日と年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）とし、第２、

第４火曜日が、国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日である場合は、その翌日を休館日とする。 

 ※ただし、指定管理者は、条例に基づくところにより、市の承認を得て休館日を変更又

は、臨時に休館日を定めることができる。 

（２）使用時間（条例第４条） 

午前９時から午後９時まで（図書館は、午前９時から午後６時まで） 

（３）施設等の使用等の許可（条例第５条から第８条） 

指定管理者は、施設等の使用等の許可、不許可及び許可の取消し等を行う。なお、

使用等の許可の処分を行う場合、滝沢市行政手続条例（平成８年滝沢村条例第１５

号）が適用され、指定管理者はその範囲において行政庁として同条例に規定する債務

を負う。 

（４）貸出し方法 

貸出し方法については、利用者の使用形態を考慮し、臨機応変な運用を行うこと。

運用にあたっては、事前に市と協議を行うこと。 

 

5-2 利用料金について（条例第１７条） 

（１）利用料金制度の採用 

   市では、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第８項に定める利

用料金制度を採用し、利用料金は指定管理者の収入とする。 

（２）利用料金の額 

   利用料金の額は、条例に定める範囲内において、指定管理者が市の承認を得て定め

る。なお、利用料金を改定したときは、利用者に対して十分な周知期間をとること。 

（３）利用料金の還付 
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   指定管理者は、既納の利用料金は還付しないものとする。ただし、滝沢市交流拠点

複合施設設置条例施行規則（以下「規則」という。）で定めるところにより該当する

場合には、その全部又は一部を還付するものとする。 

（４）利用料金の減免 

   利用料金の減免については、市長が必要と認めた場合に限る。 

   本施設は、基本的に利用料金の減免をしません。 

 

5-3 個人情報の保護 

指定管理者は、滝沢市個人情報保護条例（平成９年滝沢村条例第９号）に定める個人

情報を取り扱うときは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正

な管理のために必要な措置を講じなければならない。指定管理者に係る公の施設の管理

に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみ

だりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

また、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、または従事者

の職務を退いた後においても同様とする。 

 

5-4 暴力団等排除措置 

  指定管理者は、公の施設の管理運営に関して妨害又は不当要求を受けたときは、速や

かに市に報告するとともに、警察に届け出なければならない。 

 

5-5 関係法令等の遵守 

  当該施設を運営するにあたっては、次に掲げる法令等の内容を理解し、遵守するもの

とする。 

 ・地方自治法 

 ・滝沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、滝沢市公の施設に係る

指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

 ・滝沢市交流拠点複合施設設置条例、滝沢市交流拠点複合施設設置条例施行規則 

 ・滝沢市個人情報保護条例 

 ・滝沢市行政情報公開条例 

 ・滝沢市行政手続条例、滝沢市行政手続条例施行規則 

 ・滝沢市暴力団排除条例 

 ・その他関係法令等 

 

6 指定管理者の業務内容 

6-1 指定管理者が行う業務 

 条例第１６条第２項に基づき指定管理者が行う業務は、以下のとおりとする。 

（１）コミュニティ施設等の使用に関すること 
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（２）市民の文化活動、学習支援及び生涯学習の推進に関すること 

（３）観光及び地域産業の振興に関すること 

（４）複合施設の維持管理に関すること 

（５）コミュニティ施設等の休館日又は使用時間の変更に関すること 

（６）その他の業務 

  ① 事故又は急病等への対応、報告 

  ② 利用者の苦情等の対応、報告 

③ 利用者ニーズの把握 

  ④ 自己評価の実施 

  ⑤ 管理運営状況の確認 

  ⑥ 災害時等の対応 

  ⑦ 保険の加入 

  ⑧ 指定管理終了にあたっての業務の引継ぎ 

  ⑨ その他、市が必要と認めた業務 

   ・開館準備業務 

   ・その他 

 

6-2 コミュニティ施設等の使用に関する業務 

貸館業務（条例第５条から第８条に関する業務） 

  ① 施設の総合案内に関する業務 

・受付案内に関する業務（窓口、電話対応、館内案内、各種問合せ対応など）とし

て、来館者に対して適切な応対ができるよう総合受付並びに人員を配置し、館内

のさまざまな問合せに対応し、来館者が快適に施設を利用できるように努める。 

   ・要望や苦情、トラブル等が発生した場合は、速やかにその内容を検討し、公正か

つ迅速な対応を行うこと。また、その内容を書面により報告、保存をし、解決ま

での経緯を明確にすること。 

   ・館内は複数の運営者（図書館、観光協会）がいることから、各運営者との連携調

整に努めること。 

  ② 貸し出し施設の利用に関する業務 

・公共施設予約管理システム等による施設等の使用等の許可、減免、使用の制限、

使用の許可の取消し等に関する業務 

   ・施設の使用に伴う附属設備や備品等の貸出及び操作に関する業務 

   ・入館の制限等に関する業務 

   ・販売行為等の許可に関する業務 

   ・利用料金の徴収に関する業務。利用料金の額について、指定管理者は市の承認を

得た利用料金を徴収すること。 

   ・利用料金の後納手続きに関する業務 
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   ・利用料金徴収に係る過誤対応。 

③ 施設間、産直会等との調整会議 

・本施設の各運営者との連携を図るため、指定管理者は上記会議を企画提案し、事

業調整や施設の規則やルールなどの調整を図るものとする。 

 

6-3 観光及び地域産業の振興に関する業務 

産業創造センター（観光物販、店舗施設（産直、レストラン））の運営 

  条例第１６条第２項第３号の事業として、滝沢市の観光情報の発信、産直やアンテナ

ショップとして特産品等の販売、並びに、店舗施設の運営（自動販売機の設置を含む）

を行うこと。また、滝沢市観光協会と共同運営により、産業創造センターの指定管理事

業を行うこと。 

① 観光施設（観光物販）、観光案内の運営 

・滝沢市観光協会と連携し、市内の観光資源やイベント等の地域情報を発信し、本

市や近郊圏域への集客や交流を促進すること。 

・滝沢市内の事業者等と連携して特産品や工芸品の開発・販売を行い、本市の産業

振興に努めること。 

② 店舗施設（産地直売、レストラン）の運営 

   ・産直では、ビッグルーフ滝沢産直会や滝沢市観光協会等の既存の団体との連携に

より、地産地消及びブランド化の推進を目的とした農産物等の販売や販路開拓を

行い、地域農業の活性化を図ること。 

   ・レストランでは、地物を使った飲食物の提供及び開発に努めること。 

   ・市内外の農産物や特産品について、多様な団体と交流・連携し、販売、魅力ある

商品企画、テストマーケティング及び商談会等を行い、新たな商品開発や販路開

拓、消費者に向けたＰＲに努めること。 

 

6-4 複合施設の施設設備管理（維持管理）に関する業務 

施設等の維持管理業務の内容は次のとおりとする。特にも（３）～（６）の業務に

ついては、業務の実施にあたり業務計画書を作成し、実施に係る実施体制、作業工

程、作業方法及び有資格者等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、

市の承諾を受けて実施すること。 

毎月ごとに報告書の作成及び各業務日誌等をとりまとめ報告すること。 

施設及び附属設備及び備品の維持管理については、指定管理者は善良な管理者の注

意をもって、安全・衛生・機能の確保がなされるよう施設等の適切な管理を行うもの

とする。また、施設の適切な維持管理に努めるとともに、節水、節電等を常に心がけ

ること。 

その他、設備の故障等の緊急時には、迅速に対応できるよう体制の確保に努めるこ

と。 
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（１）施設等の補修・修繕 

   ・照明器具等の消耗品や部品を交換する。 

   ・施設等の点検等を効率的に行い、計画的に日常的修繕を行うものとする。小規模

修繕等は指定管理者の負担とし、主に建物本体が原因で発生する非日常的な大規

模修繕は市で実施するものとする。なお、指定管理者が行う日常的修繕は、１件

当たりの予算金額が５０万円未満（消費税及び地方消費税を含む）と想定する。 

（２）施設等への変更及び現状復帰 

   ・指定管理者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただ

し、あらかじめ市の承認を受けたときはこの限りではない。また、当該指定管理

者の指定の期間が満了したときや指定を取り消されたときは、市の指示するとこ

ろにより、その管理を行わなくなった施設や設備を原状に回復すること。 

   ・故意又は過失により施設等を損傷又は滅失したときは、速やかに現状復帰を行う

か、損害賠償をしなければならない。ただし、あらかじめ市の承認を受けたとき

はこの限りではない。 

（３）施設設備維持管理業務 

   ・施設設備維持管理業務は、施設設備機器の運転保守業務であり、各機器の特性を

十分把握し、その機能を十分発揮させるように常に良好な状態に保持することを

主な業務とする。資格については、関連法令を遵守し、設備機器に必要とされる

有資格者とする。 

   ・関係機関への実施要領等の作成と届出を行う。 

   ・その他、施設設備維持の総合管理の業務によって生ずる統括を行う。 

   ・主な施設設備維持管理業務は、別紙１施設設備維持管理業務のとおりとする。 

（４）清掃業務 

   ・施設内外の日常清掃及び定期清掃を主な業務とし、施設の美観・機能を維持し、

安全かつ快適な施設を提供し、汚損により利用者に不快感を与えることのないよ

うに努めること。 

   ・施設の利用者の出すごみは、基本的に持ち帰りとし、事業の実施に伴い出るごみ

については、指定管理者が処理するものとする。 

（５）防犯・防火・警備業務 

   ・施設の維持・管理とともに火災、盗難、損壊行為など事故の緊急対応を速やかに

行うこと。 

   ・灯油の漏洩など緊急事態を想定した緊急事態対応計画書を作成し、有事の際は、

それに基づいた速やかな通報等の処理をすること。 

   ・警備は、自動警報設備（機械警備）又は警備員により、開館時及び閉館時におけ

る保安業務を行うこと。 

（６）屋外施設の保全・管理業務 
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   ・屋外施設である駐車場、防災広場、調整池、たきざわ広場、緑地については、来

館者が快適に屋外施設を利用できるように努めること。 

・特にも駐車スペースや歩行スペース確保のため、必要に応じて除雪をすること。 

・大きなイベント時には、必要に応じて誘導員の配置や場内の交通整理を行い、来

館者が安全かつ円滑に場内を通行できるようすること。 

・屋外施設にある工作物や外灯等については、随時点検を行うこと。また、清掃や

補修、ゴミや蜘蛛の巣などを除去し、良好な状態で維持管理を行うこと。 

（７）備品の管理及び指定備品の備え付けについて 

   ・備品管理にあたっては、良好な状態で常時使用できるようにすること。 

   ・警備機器、防犯機器、AED等については、指定管理者の備品としてリース契約等

を行い次のとおり指定場所に備え付けること。なお、使用料は、指定管理者の収

納金とする。 

   ＜指定場所＞ 

    警備機器等・・・協議による 

AED・・・１階ふれあい広場周辺 

 

6-5 市民の文化活動、学習支援及び生涯学習の推進に関する業務 

市民の文化活動及び学習支援に関する業務は、市が実施する事業とそれ以外の自主

事業を指す。 

（１）市が実施する事業 

   ・市が主体となって実施する事業は、別紙２市で実施する事業で掲げる事業を予定

している。事業の実施や詳細内容については、市との連携調整の上、事業の実施

に協力すること。また、市が実施する事業については、先行予約期間を確保する

こと。 

（２）市が指定する以外の自主事業 

   ・当施設の主旨、目的などに鑑み、自らの企画・主催による自主事業（民間事業者

との共同開催を含む）を実施すること。 

   ・自主事業は、申請書類及び事業計画書に基づき行うこととする。なお、事業計画

に変更がある場合は、あらかじめ市と協議を行うこと。 

   ・実施に要する費用は指定管理者の負担とし、収入は指定管理者の収入とする。 

   ・自主事業を行う場合の施設の使用については、一般利用者における施設の使用に

影響がないよう配慮すること。 

 

6-6 コミュニティ施設等の休館日又は使用時間の変更に関する業務 

休館日又は使用時間については、条例に基づくところにより、市の承認を得て休館

日又は使用時間を変更することができる。 

休館日又は使用時間を変更する場合は、使用者へ十分な周知を図ること。 
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6-7 計画の策定と報告業務等 

 指定管理者は、次の事項について、市に提出並びに報告すること。 

（１）事業計画書及び収支計画書の提出 

   ・毎年度事業実施にあたり事業計画書及び収支予算書を作成し、前年度末日までに

市に提出すること。 

（２）事業報告書及び決算報告書の提出 

   ・毎年度終了後２０日以内に業務の実施状況、利用状況、経理の状況等を記載した

事業報告書及び決算報告書を作成し提出すること。 

（３）実績報告の提出 

   ・指定管理者は、「6-1指定管理者が行う業務」に定める以下の事業等について、市

に報告するものとする。 

内容 必要事項 提出期限 

コミュニティ施設等の

使用に関する業務の報

告 

・開館日数、人員配置状況（勤務実績） 

・主催事業（名称、実施日、事業概要、事

業実施状況など） 

・施設別利用回数及び利用者数・利用料金 

・前年度利用者数・利用料金比較 

・施設別利用者数 

・前年度収入比較 

・全館及び図書館の来場者数 

・特記事項や連絡事項など（受付案内での

苦情、苦情、トラブル対応等） 

・上記の他、必要と認めるもの 

翌月 10日まで 

観光及び地域産業の振

興に関する業務の報告 

・産業創造センターの運営内容（利用者

数・売上額等） 

・観光協会と連携して行う指定管理事業の

事業内容（事業名、時期、事業内容、収

支等） 

・施設別利用回数及び利用者数・利用料金 

・前年度利用者数・利用料金比較 

・施設別利用者数 

・前年度収入比較 

・産業創造センターの来場者数 

・特記事項や連絡事項など（受付案内での

苦情、苦情、トラブル対応等） 

・上記の他、必要と認めるもの 

翌月 10日まで 

施設設備管理に関する

業務の報告 

・施設等の補修・修繕 

・施設等への変更及び現状復帰 

・施設設備維持管理業務（実施状況や予定

状況、有資格者の人員配置状況等） 

・清掃業務 

・防犯・防火警備業務 

・上記の他、必要と認めるもの 

翌月 10日まで 

市民の生涯学習、文化

活動及び学習支援の推

進に関する業務 

・事業種別の開催回数及び参加者数 

・事業別申込者数、参加者数 

・収支 

翌月 10日まで 

その他の業務の報告 ・事故又は急病等への対応報告 

・災害時等の対応報告 

・利用者の苦情等の対応報告 

・事故又は急病等への

対応及び災害時等の

対応報告については
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・自己評価実績報告 

・利用者ニーズの把握についての報告 

・保険の加入報告 

・指定管理終了にあたっての業務引継ぎ報

告 

・上記の他、必要と認めるもの 

 統計基礎資料作成のため、使用状況等各

種データを収集・分析し、市からの要請

に応じて速やかに提出できるようにする

こと。 

速やかに市及び関係

機関へ報告 

 

・上記以外の業務につ

いては、市の指定す

る期日まで 

    ※来場者数については、市で設置するカウントシステムによる集計で報告すること。 

（４）環境に関する報告業務 

施設の管理運営にあたっては、市の環境マネジメントシステムの理念に基づき、電気

等の効率的利用、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進等環境へ配慮し、使用料の削減

に向けた取り組みを推進するとともに、実績報告を市に毎月行うこと。 

 

6-8 その他の業務 

（１）事故又は急病等への対応、報告 

施設の利用者等の事故又は急な傷病に対応するため、必要と思われる医薬品を常備

し、必要な措置を講じることができるよう備えるものとし、発生時には的確に対応でき

るようにすること。また、事故やけが等により利用者や市民等に生命の危機が及ぶ恐れ

があるとき、又は重大な過失のあったときは、速やかに市に報告すること。 

（２）自己評価の実施 

  設定した目標に対する自己評価を実施すること。 

（３）利用者ニーズの把握 

  指定管理者は、サービス評価や顧客満足度についての日常的なアンケート等の実施と

分析を行うなど、利用者ニーズの把握に努めること。 

（４）災害時等の対応 

① 防災・消防などの対応計画 

   館長はコミュニティセンター、図書館、産業創造センターを含めた全館の防火管理

者として、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保及び必要な通報等について

の防災・消防などの対応計画をあらかじめ作成して緊急事態に備えるものとし、発生

時には次のとおり的確に対応すること。 

   開館時＝利用者の対応は、「防災・消防などの対応計画」「事故又は急病等への対

応」によることとする。さらに施設の点検を行い、二次災害防止に努める

こと。なお、被害状況を市へ報告すること。 

   閉館時＝施設の責任者は、大雨警報、暴風雨警報、洪水警報、土砂災害警戒情報、

震度５弱以上の地震が発生したときは施設に急行し、被害状況を市へ報告

すること。また、被害状況に応じて職員を参集させること。 
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② 消防法に基づく消防訓練 

   施設自体の災害時における対応を確認するため、消防法に基づき消防訓練を実施す

ること。施設が複合化されていることによる防災上の問題点を顕在化し、来館者への

安全確保に努めること。 

③ 災害時避難所 

   滝沢市役所庁舎が災害対策本部の機能を有することに対して、当施設は、防災拠点

（ボランティア・医療機関等）及び要支援者を含む避難所（収容施設）として位置付

けられているため、あらかじめ対応計画を作成し、地震や風水害等の災害時には、市

と連携を図り防災拠点及び避難所（収容施設）として機能転換を図ること。 

（５）保険の加入 

市が加入している「全国市長会総合賠償補償保険」では、指定管理者に瑕疵がある事 

故について補償されないので、指定管理者は次の表の保証額以上の保険に加入するこ

と。その他の保険については、指定管理者の判断に基づき加入すること。 

 

人身事故 財物事故 

1事故当たり支払い限度額 1名当たり支払い限度額 1事故当たり支払い限度額 

20億円以上 2千万円以上 2千万円以上 

 

（６）指定管理終了にあたっての業務の引継ぎ 

指定期間の満了によって管理が終了し指定管理者が変更になった場合は、次期指定管

理者が円滑かつ支障なく本業務を遂行できるように、市及び次期指定管理者に適切に引

継ぎを行うこと。指定管理者の変更に伴い、利用者サービスの低下を招くことの無いよ

う、またコミュニティセンター及び産業創造センターについて原則休館期間を設けるこ

となく営業できるよう、次期指定管理者の指定が滝沢市議会において議決された後か

ら、計画的に引継ぎを始めること。 

   ただし、指定の取消しによって指定管理者が変更となった場合はこの定めによらず、

市との協議の上適切に対応を決定すること。 

  なお、業務引継ぎに要する費用は、全て指定管理者の負担となる。 

（７）その他市が必要と認めた業務 

  ①開館準備業務 

指定管理者の指定後、令和４年４月１日までの期間、開館のための準備を行うこ

と。 

   主な業務内容は次のとおり。詳細は、別紙３開館準備業務を参照のこと。 

   ａ 事務室開設に関すること。（電話、FAX等の開設、経理体制の確立、保険な

ど） 

   ｂ 事業計画の策定。（令和４年度の事業計画策定など） 



滝沢市交流拠点複合施設 

管理運営業務仕様書 

 

 15 

 

   ｃ 組織体制の確立、人材育成に関すること。（職員採用、会議体の確立、研修・

育成など） 

   ｄ 施設維持管理、設備機器の確認。（開館までの維持管理、設備機器の確認、管

理業者の選定、ホール関係備品、消火器、その他備品・消耗品の確認と準備と貸

出料金の設定など） 

   ｅ 管理運営の習熟、貸館・自主事業に関すること。（設備機器及び各種システム

の理解と習熟、安全管理対策、貸館に伴う環境整備、総合案内や施設利用のマニ

ュアル、自主事業の展開など） 

   ｆ 観光施設、店舗施設の運営準備（滝沢市観光協会との連携体制構築、店舗施設

の事業者選定など） 

   ｇ 広報宣伝業務（ホームページ作成・開設、施設案内資料など） 

   ｈ 必要書類、マニュアル、記録等作成（開館に必要な様式、届出、マニュアル、

計画書、記録類の作成など） 

   ⅰ その他、開館に必要な準備に関すること。 

   

6-9 職員体制等 

  指定管理者は、複合施設の目的を達成するために、以下の基準に従い必要な人員を配

置するものとする。 

  人員配置については、市に報告するものとし、届出内容に異動があった場合は、速や

かに変更の届出を提出するものとする。 

（１）人員配置 

  管理運営責任者の監督下で次の人員配置体制を基本とし、各種業務における責任体制

の確立、必要な有資格者等、適正な職員を配置し実施するものとする。 

  ・管理運営責任者（施設長） １名 

  ・副施設長（コミュニティセンター部分、産業創造センター部分） ２名 

  ・施設維持管理責任者 １名 

  ・消防法に基づく防火管理者 

  ・管理運営要員…事業担当者、貸館担当者等 

  ・総合受付 

・産業創造センター従事者 

  ・その他、舞台操作要員（舞台技術者、照明技術者、音響技術者）や施設設備の維持

管理、点検等に必要な免許保有者又は有資格者（第三者への委託可） 

（２）職員の資質向上 

常に市民サービスの向上や市民ニーズ等の把握に努め、市民からの問い合わせ等に正

確かつ適切に応じられるよう資質向上に努めるものとする。また、管理運営を行う人的

体制を整備するにあたり、職員一人ひとりの資質・能力を向上させるための研修の実

施、職場環境の醸成等、創意工夫を行うこと。 
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また、事業担当者を中心に館外の研修への参加や他施設の事業への参加を通し、情報

収集や他施設とのネットワーク作り等を行い、職員の専門性の向上と、市民への良質の

芸術文化事業の提供に努めることとする。 

 

7 指定管理運営費用について 

7-1 管理運営費用 

  市から支払われる指定管理料や、利用料金収入、自主事業収入、物販・レストラン収

入等により管理運営すること。 

 指定管理料は、毎年度１１０，０００千円を上限として予算化を目指す。 

（１）収入に関する項目 

   ・指定管理委託料、利用料金収入、入場料収入、自主事業収入、物販収入、レスト

ラン収入、産地直売収入、その他等 

（２）支出に関する項目 

  ① 人件費 

   ・職員にかかる給与、手当、社会保険料、雇用保険料、職員研修費等。 

  ② 施設管理運営費 

   ・事業費、旅費、消耗品費、通信運搬費、修繕費、広告宣伝費、印刷製本費、賃借

料、手数料、光熱水費、委託料、燃料費、保険料等。 

（３）指定管理料の支払い 

  会計年度（４月１日から翌年３月３１日）ごとに指定管理者の請求に基づき、年１２

回に分けて支払うこととする。 

 

7-2 指定管理料の精算 

 指定管理料のうち、次の経費は精算をするものとする。 

（１）燃料費、光熱水費、修繕費 

市は、想定される年間の燃料費、光熱水費、修繕費の額を示して指定管理料に含めま

す。実績が下回った場合はその差額を返納し、上回る場合は、市と事前に協議をした上

で、必要な場合は、市から追加して支払うこととします。持ち込み電気料を徴収する場

合は、それを相殺し精算する。 

滝沢市観光協会及び教育委員会使用分は個別に覚書等を締結し、個別に請求し収入と

すること。（指定管理料には含めない） 

（２）喫茶コーナー、産業創造センター店舗施設等における外部事業者の光熱水費 

  光熱水費（電気・上下水道・ガス）については、指定管理者が全館分を一括して支払

いを行う。なお、喫茶コーナー、産業創造センター店舗施設、自動販売機等、外部事業

者等が行う場合の光熱水費を除いて精算を行うものとする。そのため、外部事業者等に

係る光熱水費は、指定管理者が子メーターによる実績や面積按分等により光熱水費を算
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出し、必要に応じて外部事業者等へ請求又は指定管理者が負担する。外部事業者等が指

定管理者に支払った光熱水費については、指定管理者の収入とする。 

（３）備品・修繕費 

  市は備品購入費及び修繕費を指定管理料に含めます。購入や修繕にあたっては、市と

の協議を経て実施可能です。差額については、市へ返納するものとします。 

（４）各種会費 

  公文教、滝沢市商工会、滝沢市観光協会の会員等に所属していただきます。 

  その際の会費や負担金については精算いたします。 

（５）共催事業費 

  市と共同で実施する行事（記念行事、キッザニアなど）については、市においても事

業費を負担します。 

（６）除雪費 

  敷地内の除雪について委託費やリース料、燃料費等は精算いたします。 

（７）宝くじ販売助成金 

  宝くじ販売を実施し、助成金の対象となった場合、助成金の５０％を指定管理料に加

算します。また、販売手数料等は指定管理者の収入となります。 

（８）第三者評価委託費 

  第三者評価実施にかかる委託費は３００千円を上限に負担します。 

（９）Wi-Fi通信費 

  市が設置したWi-Fi機器用の通信費となります。 

 

7-3 市への納付金 

（１）納付金の算定 

   ・市への納付金を年度（４月１日～翌年３月３１日）ごとに行いたいと想定してい

ます。この場合「当該年度の収入から支出を差し引いた金額の X％分」など、ご

提案ください。 

   ・利用料金等の収入減のリスクについては、指定管理者の負担とし、市は指定管理

料の増減は行いません。 

   ・上記の算定における売り上げ金額は、納めるべき消費税を除した金額とする。 

（２）納付金額の報告 

   ・指定管理者は、前号により算定した納付金額を翌年度４月２０日までに市長に報

告すること。なお、報告の際は、算定となる基礎資料を添付すること。 

（３）納付金の納入 

   ・納付金が発生した場合は、市長が指定する方法により、当該年度の翌年度５月２

０日までに納入すること。 
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8 市と指定管理者の責任分担 

責任分担は、次表のとおりとする。 

項目 種類 内容 市 
指定 

管理者 

共通 

法令等の変更 
指定管理者が行う管理運営業務に影響を

及ぼす法令等の変更※1 
○  

第三者賠償 
本業務を原因とする公害、生活環境の阻

害等による場合 
 ○ 

物価変動 指定後のインフレ、デフレ  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

不可抗力 
自然災害等による業務の変更、中止、延

期等※2 
協議事項 

周辺地域・住民

及び来館者への

対応 

地域との協調  ○ 

施設管理運営業務に対する住民及び来館

者からの反対、訴訟、要望対応 
 ○ 

準備段階 

申請コスト 申請に要する費用の負担  ○ 

調査 事業の実現可能性等の調査  ○ 

資金調達 必要な資金の確保  ○ 

運営段階 

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況の発生  ○ 

運営費の増大 市以外の要因による運営費の増  ○ 

施設・設備の損

傷 

管理上の瑕疵による施設・機器等の損傷  ○ 

上記以外による施設・機器等の損傷 ○  

債務不履行 

施設設置者（市）の協定内容の不履行 ○  

指定管理者による業務及び協定内容の不

履行 
 ○ 

修繕 
小規模修繕（50万円未満）  ○ 

大規模修繕 ○  

管理上の瑕疵に

よる火災等事故 
管理上の瑕疵による火災等事故  ○ 

損害賠償 

管理上の瑕疵による事故及びこれに伴う

運営リスク 
 ○ 

施設、機器の不備による事故及びこれに

伴う使用者への損害 
協議事項 

運営リスク 

管理上の瑕疵による臨時休館等に伴う運

営リスク 
 ○ 

施設、機器の不備や火災等の事故による

臨時休館等に伴う運営リスク 
協議事項 

使用者の責に負

う損傷 

責めを負う使用者が特定できる場合  ○ 

責めを負う使用者が特定できない場合、

または、使用者が損害の回復等に応じな

い場合 

協議事項 

セキュリティー 警備不備による情報漏洩、犯罪発生  ○ 

事業終了後の費

用 

指定管理業務の期間が終了した場合、ま

たは、期間途中における業務を廃止した

場合における事業者の徴収費用 

 ○ 

※１：法令に基づき消費税が増減された場合、法令等の変更に該当する。 

※２：自然災害（台風、地震等）において建物・設備が復旧困難な被害を受けた場合、業務の全部の停

止を命じることがある。復旧可能な場合、その復旧に要する経費は、市と指定管理者が行うことと

する。 

 

9 事業の実施目標と達成度評価について 

9-1 事業実施目標と達成度評価について 

（１） 事業実施目標について 
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  事業実施にあたっては目標を設定し、市の承諾を得てください。 

  また、自己評価を実施し、市が定めた年度においては第三者評価の実施をしてくださ

い。 

9-2 事業実施効果評価（満足度調査）について 

（１）アンケート調査の実施 

  事業実施時にはアンケート調査を実施し、参加者の満足度調査に努めること。調査に

際しては回答率向上のための工夫を行うよう努める。 

 

10 留意事項、その他 

10-1 記録の保管 

  指定管理者は、施設の管理に当たって作成した図面・記録類について、いつでも市か

らの指示に対応できるよう、又は次期指定管理者に引継ぎができるよう適切に管理・保

存するものとする。 

  また、指定管理者として作成した帳簿書類等は、その帳簿閉鎖の時より５年間保存す

るものとする。 

 

10-2 物品の帰属 

  指定管理者が指定管理料で購入した物品のうち、次のものは市の所有となる。ただ

し、これにより難い場合には、あらかじめ指定管理者は市の承認を受けること。 

（１）備品 

  備品は、市で提供した備品及び指定管理料のうち備品費（精算項目）で購入した備品

はすべて市の所有物とする。 

 

10-3 業務の再委託の禁止 

指定管理者は、施設等の管理
．．

を第三者に委託することができるが、業務の全部若し

くはその主たる部分（施設等の貸館
．．

に関する業務）を第三者に委託し、又は請け負わ

せることはできない。また、地方自治法施行令第１５８条の規定による徴収事務につ

いては、再委託できない。 

 

10-4 募集要項等の遵守 

  指定管理者は、募集要項、申請書類、年度ごとに作成する事業計画書、本仕様書に従

って管理運営を行うこと。 

 

10-5 指定管理者に対する監督・監査 

・市は、指定管理者が管理する施設の適正な運営を期すため、指定管理者に対し

て、当該業務内容又は経理の状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必要

な指示をすることができる。 
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・市は、指定管理者が市の指示に従わない場合や、指定管理者の経営状況が著しく

悪化している等、施設の適正な管理に著しい支障が生ずる恐れがある場合は、指

定を取り消し、または期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることがで

きる。 

・市又は市監査委員が必要と認めるときは、指定管理者が行う管理運営業務に係る

事務について監査を行うことができる。 

 

10-6 その他 

（１）事業や施設のＰＲ等 

   ・事業の案内や施設のＰＲ等については、指定管理者の創意工夫の上、実施するも

のとする。なお、必要に応じて市の広報・ホームページにも掲載することとす

る。 

   ・他施設の宣伝活動等（ポスターの掲示やＰＲ等）、相互協力を図り利用促進を図

ること。 

（２）拾得物の処理・管理 

   ・拾得物は、適切に対応すること。 

（３）投票所の開設 

   ・施設は選挙執行時に市の投票所となること、及び期日前投票所を開設する場合が

あることから、市選挙管理委員会と協力のうえ、投票所設置に係る各種調整や施

設貸出時における選挙対応の事前説明など、適切に対応すること。 

（４）事業の継続が困難となった場合の措置 

  ① 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

   ・指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、市

は指定の取消しをすることができる。その場合、市に生じた損害は、指定管理者

が賠償するものとする。なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、業務を遂行

できるよう、引継ぎを行うものとする。 

  ② 当事者の責めに帰すことができない事由による場合 

   ・不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰することができない事由により、

業務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとする。

一定期間内に協議が整わないときには、それぞれ、事前に書面をもって協定を解

除できる。なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、業務を遂行できるよう、

引継ぎを行うものとする。 

（５）その他 

業務仕様書に記載のない事項については、必要に応じて市と指定管理者とが協議して

定める。 


